
第１号様式（第２条関係）

管理番号：9009

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 記録項目は墓地ごとに異なる

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 財産区墓地の使用者及びその親族

 本人から、埋火葬許可証、改葬許可証等を書面で提出

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産経営課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 財産区墓地管理運営事務ファイル

 長崎市財産区

 財務部資産経営課

 財産区管理会が管理する墓地の状況を把握し、適正な管理運営を行うために利用する。

１氏名、２生年月日、３住所、４本籍、５電話番号、６墓地区画番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9010

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 普通財産の貸付申込を行った者。普通財産の借受人及びその連帯保証人。

 本人から、土地建物一時借用申込書等を書面で提出

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産経営課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 普通財産貸付事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産経営課

 普通財産の貸付を行うに当たり、本人との契約締結、本人からの貸付料収納のために利用する。

１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9011

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市有墓地の利用申込を行った者。市有墓地の利用者及びその親族。

 本人から、市有墓地利用申込書、長崎市有墓地譲受承認願、長崎市有 墓地返還届等を書面で提出

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産経営課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市有墓地管理運営事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産経営課

 墓地の状況を把握し、適正な管理運営を行うために利用する。

１氏名、２生年月日、３住所、４本籍、５電話番号、６墓地区画番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9012

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 管理委員として推薦され、それを承諾した者（昭和42年以降）

 本人から、被推薦者として承諾した管理委員推薦届を書面で提出

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産経営課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 財産区管理会事務ファイル

 長崎市財産区

 財務部資産経営課

 財産区管理会事務における管理委員の任免のために利用する。

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9013

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 入札参加資格審査申請書を提出した者

 長崎市契約検査課総務係あて、紙媒体またはスキャンデータで提出される。

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部契約検査課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 競争入札参加資格者名簿ファイル

 長崎市長

 財務部契約検査課

 入札参加資格審査事務における申請者の資格審査のために利用する。

1氏名、2生年月日（個人事業主のみ）、3住所、4本籍（個人事業主のみ）、5電話番号、6免許・資格、7財産・

収入、8成年後見人等契約の本人とする記録の有無



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9014

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 現場代理人等決定(変更)通知書、管理技術者決定(変更)通知書、照査技術者決定(変更)通知書を提出した者

 建設工事及び建設工事に係る業務委託の契約時又は契約後に受注者から提出

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部契約検査課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 技術者情報ファイル

 長崎市長

 財務部契約検査課

 建設工事及び建設工事に係る業務委託の契約事務における配置技術者登録のために利用する。

1氏名、2資格名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9015

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 分割納付の口座振替者

 本人からの申告

 含まない

 金融機関等

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税分割納付の口座振替等に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 納税者に対する納税負担の軽減、迅速で確実な分納管理及び収納率の向上のために利用する。

1氏名、2住所、3識別番号、4銀行口座



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9016

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市税の滞納者及びその世帯構成員

 実施機関内における情報の連携等

 含まない

 実施機関内

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 滞納整理支援システムによる納税管理事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 納税義務者の住民登録情報を把握するために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5本籍・国籍、6電話番号、7識別番号、8職業・職歴、9財産・収入、10

納入状況、11銀行口座、12続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9017

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 口座振替者

 本人・実施機関内における情報の連携等

 含まない

 実施機関内

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税等の口座振替事務に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税等の口座振替者の口座管理により適正な納付実態を把握するために利用する。

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4電話番号、5識別番号、6銀行口座、7続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9018

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税者

 実施機関内における情報の連携等

 含まない

 実施機関内

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税収納に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 納税義務者の納付推進及び適正な納付実態を把握するために利用する。

1氏名、2住所、3識別番号、4納入状況



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9019

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市税を過大に納付した者

 本人からの申請及び実施機関内における情報の連携等 13

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税過誤納還付金に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 納税義務者（特別徴収義務者）が過大に納付した市税で、過誤納になったものを還付するために利用する。

1氏名、2住所、3電話番号、4識別番号、5銀行口座、6続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9020

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9021

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市税の滞納者及びその他世帯構成員

 本人、国・地方公共団体及び実施機関内における情報の連携等

 含まない

 国・地方公共団体及び実施機関内

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税等（国保、介護、後期、保育を含む。）の滞納整理事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税の納税督励及び滞納処分を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5電話番号、6識別番号、7職業、8財産・収入、9納入状況、10銀行口座、11

家族状況、12居住状況、13その他（市税滞納の事由等）



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9022

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 滞納者

 金融機関より紙及びデータで収集。

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 滞納者の預貯金調査事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 円滑な財産調査及び滞納処分に資するため、滞納者の預貯金の有無及び額等を金融機関あて一括で調査するため

に利用する。 1

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4識別番号、5財産・収入、6銀行口座



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9023

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 破産、免責決定者他担税能力の認められないもの

 本人からの申告及び実施機関内における情報の連携等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 滞納処分の執行停止事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 滞納処分に係る執行停止業務において、担税能力の有無の確認のために利用する。

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4本籍・国籍、5電話番号、6識別番号、7職業・職歴、8財産・収入、9納入状

況、10公的扶助、11銀行口座、12親族関係、13婚姻歴、14家族状況、15居住状況、16続柄、17健康状態、18

傷病歴、19障害、20身体特性



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9024

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市の債権について未納がある者

 実施機関内での情報共有、他の実施機関からの情報提供、債務者本人から取得した情報、金融機関等への調査

 含まない

 実施機関内、他の実施機関、委託業者

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部特別滞納整理室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 未収金対策事務ファイル

 長崎市長

 財務部特別滞納整理室

 債権の回収・緩和措置のため、未納となった債務者情報を利用、提供及び収集における調整を行う。

1氏名、2性別、3生年月日、4住所又は居所、5本籍、6電話番号、7識別番号、8職業・職歴、9財産・収入、10債

権の金額、11延滞金又は遅延損害金その他の徴収金に関する事項、12債権の発生年月日、13納入通知書その他

の書面の発送日、14督促状の発送日、指定期限その他の督促 に関する事項、15時効の完成予定日、援用の要否そ

の他の時効に関する事項、16債務の履行期限及び履行方法に関する事項、17担保又は保証人に関する事項、18個

人情報の利用、提供又は収集に係る同意に関する事項、19債務の履行に関する履歴、20滞納理由、21相談及び交

渉に関する事項、22強制執行及び滞納処分その他措置に関する事項、23徴収の停止、滞納処分の執行停止並びに

債権の消滅、免除及び放棄に関する事項、24家族状況、25親族関係



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9025

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系システム

で管理される住登外者

 本人又は本人の代理人、実施機関内の他部署

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 特別土地保有税台帳事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 特別土地保有税の適正な賦課・徴収事務のために利用する

納税義務者１氏名又は名称、２住所又は所在地、３電話番号、４宛名番号、５個人番号、６送付先住所又は

所在地、７送付先氏名又は名称、８登記地目、９課税地目、１０地番、１１課税標準額、１２登記地積、１３

課税地積、１４評価額、１５課税額、１６財産・収入、１７納入状況



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9026

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 所有者及び納税義務者が死亡した場合の、相続人又は管理人

 本人又は本人の代理人、実施機関内の他部署

 含まない

 実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 現に所有している者の管理事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 地方税法に基づき、死亡者の課税を適正に行うため

所有者及び納税義務者１宛名番号、２氏名、３住所、４死亡日、５課税の有無、６口座情報相続人（送付

先）１宛名番号、２氏名、３住所、４生年月日、５性別、６続柄、７電話番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9027

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住民登録外の個人

 本人又は本人の代理人、実施機関内の他部署、他の実施機関、国、県、地方公共団体

 含まない

 実施機関内の他部署、他の実施機関

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民登録外納税義務者等の宛名管理事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 住民登録外の個人のうち、書類の送達等に必要な宛名情報を管理するため

1氏名及び名称、２住所及び所在地、３生年月日、４性別、５宛名番号、６送付先、７死亡日、８マイナンバー、

９電話番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9028

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 資産税関係証明申請をした者及び納税義務者

 本人又は本人の代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体

 含まない

 本人又は本人の代理人、国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 資産税関係証明事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名及び名称、２住所及び所在地、３電話番号、４地番、５生年月日納税義務者１氏名及び名称、

２住所及び所在地、３電話番号、４生年月日



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9029

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系システム

で管理される住登外者

 本人又は本人の代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産課税台帳事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 固定資産税の適正な評価・賦課・徴収業務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、９登

記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１６，課税

額、１７床面積、１８構造、１９名寄番号　納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、

６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、９名寄番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9030

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 法人市民税の申告書を提出した者。

 法人からの申告（紙、電子データ）

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部市民税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 法人市民税課税事務ファイル

 長崎市長

 財務部市民税課

 法人市民税の申告における審査のために利用する。

1法人名、2所在地、3代表者氏名、4事業年度、5申告区分、6法人税割額、7均等割額、8全従業者数、9当該市

町村分の従業者数



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9031

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 軽自動車税（種別割）の減免申請書等を長崎市に提出した者

 申告書（紙）

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部市民税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 軽自動車税（種別割）減免事務ファイル

 長崎市長

 財務部市民税課

 軽自動車税（種別割）の減免審査事務における本人の資格審査に利用する

1.【障害減免に係る項目】1納税義務者に関する情報（住所・氏名・個人番号・身体障害者等との関係）、２障害

者手帳の所持者に関する情報（住所・氏名・年齢・手帳の種類・手帳の番号・障害の部位および等級・手帳の交付

年月日）、運転者に関する情報（住所・氏名・身体障害者等との関係・免許証番号・免許証種別・免許証交付年

月日・免許証有効期限・運転の条件）、４減免を受けようとする車両の情報（標識番号・種別・用途・主たる定置

場・使用目的・賦課年度・納期・税額）２.【それ以外の減免に係る項目】１納税義務者に関する情報（住所・氏名・

個人番号）、２車両の所有者に関する情報（住所・氏名）、３車両の使用者に関する情報（住所・氏名）、４減

免を受けようとする車両の情報（標識番号・種別・車名・形状・車台番号（車体番号）・用途・排気量または定格出

力・型式・主たる定置場・使用目的・賦課年度・納期・税額）、５減免を受けようとする理由



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9032

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 軽自動車税（種別割）の登録及び廃車等に係る申告書を長崎市または（一社）全国軽自動車協会連合会に提

出した者

 申告書（紙）及び申告書データ【原付を除く】（電子データ）

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部市民税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 軽自動車税（種別割）課税台帳ファイル

 長崎市長

 財務部市民税課

 軽自動車税（種別割）の適正な課税事務のため利用する

1氏名、２生年月日、３性別、４住所、５宛名番号、６世帯番号、７車種、８標識番号、９課税区分、10減免区

分、11車両情報（車名・車台番号・排気量）、12異動情報（取得年月日・取得事由・廃車年月日・廃車事由・異

動年月日・異動事由・プレート状態）、13調定状態（調定年度・課税年度・納税義務者番号・税額）、14車両履

歴（標識番号・異動日・異動事由・納税義務者）



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9033

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 事業所が給与（年金）支払報告書・給与所得者異動届出書・特別徴収への切替届出書を提出した者、市・県民

税申告書を提出した者、確定申告書等を提出した者、法定調書が提出された者。

 事業所からの電子又は紙媒体による提出、本人からの紙媒体による提出、税務署からの電子又は紙媒体による収

集。

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部市民税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 個人住民税課税ファイル

 長崎市長

 財務部市民税課

 個人住民税課税事務に利用する

1氏名、2生年月日、3性別、4続柄、5所得、6控除、7税額



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9034

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 給与支払報告書、給与所得者異動届出書、特別徴収への切替届出書、納付申告書を提出した者

 事業所からの申告

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部市民税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 個人住民税電子申告受付ファイル

 長崎市長

 財務部市民税課

 個人住民税課税事務における課税のために利用する

1住所、２氏名、３支払金額、４退職日、５特別徴収義務者、６特別徴収税額



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9035

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 公的年金を受給した者

 日本年金機構からの送信

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部市民税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 公的年金からの個人住民税の特別徴収事務ファイル

 長崎市長

 財務部市民税課

 公的年金からの個人住民税特別徴収事務のために利用する

1氏名、２住所、３基礎年金番号、４年金支払額、５特別徴収税額



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9064

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者及び代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産税課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産税事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 納税義務者にかかる税額を証明し、経済取引等における住民の権利義行使の際の公正確実を図るため。

１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４電話番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9066

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者及び代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 納税義務者にかかる税額を証明し、経済取引等における住民の権利義行使の際の公正確実を図るため。

１氏名、２生年月日・年齢、３住所



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9322

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9334

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所小ヶ倉地域センター

（所在地）〒850-0961　 長崎県長崎市小ヶ倉町２丁目21番2号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9340

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系システム

で管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産課税台帳事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、９登

記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１６課税

額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送

付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9345

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６財産・収入、７納入状況、８親族関係、９家族状

況、１０居住状況、１１続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9362

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 固定資産税に関する各種証明（評価額証明書、課税額証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２住所、3電話番号、４生年月日、５死亡日、６土地家屋種別、７町名、８丁目、９地番



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9366

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9373

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系システム

で管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石3丁目9番26号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産課税台帳事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、９登

記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１６課税

額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送

付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9378

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石3丁目9番26号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６財産・収入、７納入状況、８親族関係、９家族状

況、１０居住状況、１１続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9384

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系システム

で管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産課税台帳事務事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、９登

記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１６課税

額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送

付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9389

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６財産・収入、７納入状況、８親族関係、９家族状

況、１０居住状況、１１続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9395

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系システム

で管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産税証明事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、９登

記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１６課税

額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送

付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9422

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 東総合事務所東長崎地域センター

（所在地）〒850-0133　 長崎県長崎市矢上町19番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9443

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系システム

で管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産課税台帳事務事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、９登

記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１６課税

額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送

付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9448

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利 用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9458

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9465

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 南総合事務所香焼地域センター

（所在地）〒851-0310　 長崎県長崎市香焼町1070番地32

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9473

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 南総合事務所伊王島地域センター

（所在地）〒851-1201　 長崎県長崎市伊王島町１丁目３２７１番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9481

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9515

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 南総合事務所野母崎地域センター

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町1665番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9521

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 固定資産税に関する各種証明（評価額証明書、課税額証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２住所、3電話番号、４生年月日、５死亡日、６土地家屋種別、７町名、８丁目、９地番



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9526

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9551

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 北総合事務所琴海地域センター

（所在地）〒851-3102　 長崎県長崎市琴海村松町703番地14

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9650

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６財産・収入、７納入状況、８親族関係、９家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9657

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 ―

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状況、10居

住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9660

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 ―

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 資産税関係証明申請をした者及び納税義務者

 本人又は本人の代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体

 含まない

 本人又は本人の代理人、国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 資産税関係証明事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名又は名称、２住所又は所在地、３電話番号、4種別、５地番、6家屋番号納税義務者１氏名又は

名称、２住所又は所在地、３電話番号所有者及び納税義務者以外１氏名、２住所、３電話番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9667

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 東総合事務所日見地域センター

（所在地）〒851-0122　 長崎県長崎市界２丁目1番19号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、２性別、３生年月日、４住所、５識別番号、６財産・収入、７納入状況、８親族関係、９家族状況、10

居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9678

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明事務ファイル

 長崎市長

 財務部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６財産・収入、７納入状況、８親族関係、９家族状

況、１０居住状況、１１続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9683

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 入札参加資格審査申請書を提出した者

 長崎市契約検査課総務課あて、紙媒体またはスキャンデータで提出される。

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部契約検査課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 競争入札参加資格名簿ファイル

 長崎市長

 財務部契約検査課

 入札参加資格審査事務における申請者の資格審査のために利用する。

1氏名、2生年月日（個人事業主のみ）、3住所、4本籍（個人事業主のみ）、5電話番号、6免許・資格、7財産・

収入、8成年後見人等契約の本人とする記録の有無



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9684

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 現場代理人等決定（変更）通知書、管理技術者決定（変更）通知書、照査技術者決定（変更）通知書を提

出した者

 建設工事及び建設工事に係る業務委託の契約時又は契約後に受注者から提出

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部契約検査課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 技術者情報ファイル

 長崎市長

 財務部契約検査課

 ・建設工事及び建設工事に係る業務委託の契約事務における配置技術者登録のために利用する。

1指名、２資格名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9697

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 東総合事務所東長崎地域センター

（所在地）〒850-0133　 長崎県長崎市矢上町19番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 固定資産税に関する各種証明（評価額証明書、課税額証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２住所、3電話番号、４生年月日、５死亡日、６土地家屋種別、７町名、８丁目、９地番



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9711

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市内に土地建物を所有する者のうち、固定資産マスターデータに記録されている範囲

 実施機関内における情報提供

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 財務部資産経営課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 地番図情報ファイル

 長崎市長

 財務部資産経営課

 市有財産の管理及び処分に関する市民からの問い合わせ等において、土地の所有者などを調査するために利用する。

【土地情報】1所在地、2所有者氏名、3所有者住所、4登記地目、5現況地目、6登記面積、7現況面積、8都市計

画、9用途区分【家屋情報】1所在地、2所有者氏名、3所有者住所、4家屋管理番号、5用途区分、6戸数



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9713

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 固定資産税に関する各種証明の発行を行うために利用する。

1氏名、2住所、3電話番号、4生年月日、5死亡日、6土地家屋種別、7町名、8丁目、9番地



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9715

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系システム

で管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 中央総合事務所小ヶ倉地域センター

（所在地）〒850-0961　 長崎県長崎市小ヶ倉町２丁目21番2号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産課税台帳事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、９登

記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１６課税

額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送

付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9721

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 南総合事務所伊王島地域センター

（所在地）〒851-1201　 長崎県長崎市伊王島町１丁目甲３２７１番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 財務部資産税課

 固定資産税に関する各種証明（評価額証明書、課税額証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２住所、3電話番号、４生年月日、５死亡日、６土地家屋種別、７町名、８丁目、９地番


